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上野「文化の杜
もり

」新構想推進会議・設立趣意書

東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催される２０２

０年は，新しい日本の創造の年とする契機であり，この期に，世界

に誇り得る日本の文化力を生かし，多彩な文化プログラムの展開を

図ることによって，我が国が世界の文化交流のハブ（拠点）となる

飛躍を目指す。

とりわけ，東京都上野地区には，日本屈指の文化施設が集結して

おり，成田国際空港からのアクセスも良好である。今後，上野地区

の各機関・団体が，互いに連携を強化することで相乗効果を増大さ

せ，それぞれが保有する文化資源の潜在能力が顕在化され，その資

源が有効に活用されていくことで，上野が新たな「文化の杜」とし

て国際的なシンボルとなることが期待される。

今後，上野地区において３０００万人の集客を可能とするために

必要なハード・ソフト両面にわたる整備方策について検討すること

を目的として，「上野「文化の杜」新構想推進会議」を設置する。
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「上野「文化の杜
もり

」新構想推進会議」構成機関・団体

＜文化施設・文教施設＞

構成機関・団体 役職 名称 備考

東京国立博物館 館 長 銭谷 眞美

東京藝術大学 学 長 宮田 亮平 発起人代表

国立科学博物館 館 長 林 良博

国立西洋美術館 館 長 馬渕 明子

国際子ども図書館 館 長 坂田 和光

東京文化財研究所 所 長 亀井 伸雄

日本学士院 院 長 杉村 隆

日本芸術院 院 長 三浦 朱門

東京都美術館 館 長 真室 佳武

東京都恩賜上野動物園 園 長 土居 利光

東京文化会館 館 長 日枝 久

上野の森美術館 館 長 水野 政一

寛永寺 長 臈 浦井 正明

国立近現代建築資料館 館 長 清水 明

上野学園 理事長 石橋 慶晴

＜行政＞

構成機関・団体 役職 名称 備考

文化庁 長 官 青柳 正規 発起人代表

国土交通省都市局 局 長 石井 喜三郎

観光庁 長 官 久保 成人

東京都生活文化局 局 長 小林 清

東京都建設局 局 長 横溝 良一

台東区 区 長 吉住 弘

千代田区 区 長 石川 雅巳

文京区 区 長 成澤 廣修

＜民間企業等＞

構成機関・団体 役職 名称 備考

上野観光連盟 会 長 二木 忠男

JR 東日本 常務取締役 森本 雄司

京成電鉄 社 長 三枝 紀生

東京地下鉄株式会社 取締役 山村 明義
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平成 25 年 12 月 24 日

上野「文化の杜」新構想推進会議・決定

上野「文化の杜
もり

」新構想推進会議・ワーキンググループ

の設置について（案）

上野「文化の杜」新構想推進会議・設立趣意書に基づいて設置される同会議

の審議に資するため，別紙の関係者で構成するワーキンググループを設け，よ

り機動的・実質的な議論を行うこととする。

なお，この構成員については，構想の具体化等に応じて，適宜，加えるもの

とする。
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平成25年12月24日現在

機 関 名 氏 名 役 職

国立文化財機構 辰 野 裕 一 理 事

国立文化財機構
東京国立博物館

栗 原 祐 司
事務局長
総務部長

国立美術館
国立西洋美術館

小 松 弥 生
理事・事務局長
副館長

国立科学博物館 折 原 守 理 事

東京都美術館 小 室 明 子 副館長

東京文化会館 桜 庭 裕 志 副館長

上野の森美術館 鈴 木 幹 夫 事務局長

東京藝術大学 北 郷 悟 理 事

東京藝術大学 畑 中 裕 良 理事・事務局長

文化庁 清 水 明 政策課長

上野「文化の杜
もり

」新構想推進会議・ワーキンググループ名簿

※ 上記メンバーの他，必要と認める者を構成員に加えることができる。
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「上野「文化の杜
もり

」新構想推進会議」の

全体スケジュールについて（案）

○平成 25 年 12 月 24 日（火）10:00～11:30 （文化庁 6 階第 2 講堂）

→上野「文化の杜」新構想推進会議（第 1回）

○平成 26 年 1～5 月

→ワーキンググループ

・上野「文化の杜」に関するコンセプト等について審議

※ 月 1～2 回のペースで実施

○平成 26 年 6 月

→上野「文化の杜」新構想推進会議（第 2回）

・ワーキンググループにおける審議結果の中間報告
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経 緯

・今年１２月７日の参議院本会議で，「国家戦略特別区域法案」が可決・成立。

法の趣旨

・同法は，①構造改革の重点的推進，②産業の国際競争力の強化，③国際的な

経済拠点の形成，という観点から，国が「国家戦略特別区域」を定め，規制

改革等の施策を総合的かつ集中的に推進しようとするもの。

特区の認定手続き等

① 特区ごとに設置する「国家戦略特別区域会議」（国，自治体，民間の関係

者で構成）において，「国家戦略特別区域計画」の作成

② 内閣府に設置する「国家戦略特別区域諮問会議」（総理，官房長官，関係

大臣，民間有識者等）が，同計画を同意

③ 総理が同計画を認定

特例措置の対象規制等

・３ページに記載のとおり

・金融支援や財政による支援措置あり（２ページ参照）

検討の状況等

・８月１２日～９月１１日に，提案募集がなされ，合計６２件が提案された。

（２５ページ以降参照）

・内閣府によるヒアリングを経て，年明け以降に，対象とする特区が決定さ

れる予定。

国家戦略特別区域法について

資料３
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